
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

北
海
道
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
5
8
8

東
北
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
3
4
0

東
京
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
3
3
2

中
部
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
2
4

北
陸
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
8
3

関
西
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
2
9
9

中
国
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
5
0
1

四
国
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
3
2
6

九
州
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
3
4
8

沖
縄
電
力
株
式
会
社

0•
0
0
0
9
4
6

イ
ー
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
6
2

出
光
グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー
株
式
会
社

0•
0
0
0
2
0
4

エ
ネ
サ
ー
ブ
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
2
2

荏
原
環
境
プ
ラ
ン
ト
株
式
会
社

0•
0
0
0
5
6
2

王
子
製
紙
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
4
4

オ
リ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

0•
0
0
0
6
6
7

株
式
会
社
エ
ネ
ッ
ト

0•
0
0
0
4
3
6

株
式
会
社
Ｆ
`

P
o
w
e
r

0•
0
0
0
3
5
2

株
式
会
社
Ｇ
`

P
o
w
e
r

0•
0
0
0
0
0
0

サ
ミ
ッ
ト
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

0•
0
0
0
5
0
5

Ｇ
Ｔ
Ｆ
グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー
株
式
会
社

0•
0
0
0
7
6
7

Ｊ
Ｅ
Ｎ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

0•
0
0
0
6
7
4

昭
和
シ
ェ
ル
石
油
株
式
会
社

0•
0
0
0
8
0
9

新
日
鐵
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

0•
0
0
0
7
5
9

新
日
本
石
油
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
3
3

泉
北
天
然
ガ
ス
発
電
株
式
会
社

0•
0
0
0
3
3
0

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
パ
ワ
ー
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
8
2

日
本
テ
ク
ノ
株
式
会
社

0•
0
0
0
6
9
3

日
本
風
力
開
発
株
式
会
社

0•
0
0
0
0
0
0

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
株
式
会
社

0•
0
0
0
6
7
9

丸
紅
株
式
会
社

0•
0
0
0
4
1
2

や
ま
が
た
グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー
株
式
会
社

0•
0
0
0
7
7
6

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
十
八
号

平
成
二
十
二
年
八

月
九
日

株
式
会
社
古
賀
総
研

二
十
一

先
行
技
術

調
査（
金
属
加
工
）
株
式
会
社
古
賀
総
研

東
京
都
八
王
子
市
打
越
町

３
４
４
番
地
６

東
京
都
八
王
子
市
打
越

町
３
４
４
番
地
６

代
表
取
締
役

古
賀

康

史

平成™™年Ÿ月˜�日 火曜日 第œš��号官 報

二
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

鬼
又
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
十

三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
六
十

三
号
を
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
九
十

九
号
で
指
定
し
た
土
地
の
境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ

線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

岩
手
県
岩
手
郡
滝
沢
村
滝
沢

字
岩
手
山
国
有
林

九
二
林
班

り３

小
班

一
号
か
ら

十
九
号
ま

で

九
二
林
班

い
小
班

二
十
号
か

ら
二
十
四

号
ま
で
及

び
二
十
九

号
か
ら
三

十
五
号
ま

で

九
二
林
班

ロ
小
班

二
十
五
号

か
ら
二
十

八
号
ま
で

字
上
岩
手
山

二
六
八
番
六

三
十
六
号

か
ら
六
十

三
号
ま
で

三
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

ク
ラ
カ
ケ
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
三
十

三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
三
十

三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

岩
手
県
岩
手
郡
滝
沢
村
滝
沢
字
上
岩
手
山

二
六
八
番
六

一
号
か
ら
三
十
三
号
ま
で

〇
特
許
庁
告
示
第
八
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
十
七
日

特
許
庁
長
官

細
野

哲
弘

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
十
五
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
と

と
も
に
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土

地
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
砂
防
設
備
工
事
を

施
行
す
る
の
で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令

第
三
百
八
十
二
号
）
第
一
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

前
原

誠
司

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

小
水
無
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
三
十

五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
三
十

五
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

岩
手
県
八
幡
平
市
松
尾
寄
木
字
国
見
国
有
林

一
五
四
二
林
班

ろ
小
班

一
号
か
ら
十
二
号
ま
で
、

十
四
号
か
ら
二
十
四
号
ま

で
、
二
十
六
号
及
び
三
十

二
号
か
ら
三
十
五
号
ま
で

一
五
四
二
林
班

い
小
班

十
三
号

一
五
四
二
林
班

り２

小
班

二
十
五
号

一
五
四
二
林
班

は
小
班

二
十
七
号
か
ら
三
十
号
ま

で

一
五
四
二
林
班

り１

小
班

三
十
一
号

�
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